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介護職員等特定処遇改善加算算定に係る【見える化要件】について

【介護職員等特定処遇改善加算】とは
介護職員等特定処遇改善加算（以下、特定処遇改善加算）は、「経験・技能
のある介護職員」の処遇改善を目的として、介護職員処遇改善加算に上乗せ
する形で介護報酬を加算して支給する制度として２０１９年１０月より導入
されました。

この加算取得のためには、下記の３つの要件を全て満たしている必要があり
ます。
（１）処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること。
（２）処遇改善加算の職場環境等要件の中で、「資質の向上」「労働環境・
　　　処遇の改善」「その他」の各区分で１つ以上の取り組みを行っている
　　　こと。
（３）処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を
　　　通じた見える化を行っていること。

【介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得状況】について
・処遇改善加算Ⅰ　　　
・特定処遇改善加算Ⅱ

【見える化要件】について
ホームページへ ◎介護サービス情報公表システムへの掲載
の掲載 ◎自社のホームページに掲載
その他の方法に ◎事業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示
よる掲示等

【職場環境等要件】について
区分 内容

入職促進に向け ◎法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、そ
た取組 　の実現のための施策・仕組みなどの明確化

◎他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・
　有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

資質の向上やキ ◎研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
ャリアアップに
向けた支援
両立支援・多様 ◎有給休暇が取得しやすい環境の整備
な働き方の推進
腰痛を含む心身 ◎短時間勤務労働者等も受信可能な健康診断・ストレスチ
の健康管理 　ェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策

　の実施
生産性向上のた ◎タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器
めの業務改善の 　等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮
取組 　減
やりがい・働き ◎ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑
がいの醸成 　化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や

　ケア内容の改善


